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　市では今、まちづくりに関する計画をつくり、見直しを進めています。まちだの持つ魅
力を活かしながら、安全で快適な質の高いまちをつくる取組みをしています。
　そのためには、計画をつくるだけでなく、担い手である市民や事業者の皆さんと行政が、
手をとりあって一緒
にまちづくりを進め
ることが大切です。
　まちをつくること
は、皆さんの未来の
暮らしにつながるこ
とです。これからの
まちだの“都市のか
たち”について考え
てみませんか？
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まちだのまちだの
これからのこれからの“都市のかたち”“都市のかたち”

改定します 都市計画
マスタープラン

　市の都市計画分野の総合的かつ
体系的なまちづくりの方針であ
り、これからのまちづくりの礎と
なるものです。
 ⇒詳しくは２ページへ

策定します（仮称）
北部丘陵活性化計画

　地域の生活環境向上と多様な担
い手の確保・育成、地域が持つ価
値・魅力を最大限活かした地域の
活性化に向けた取組みを示すもの
です。 ⇒詳しくは３ページへ

改定します 住宅
マスタープラン

　市の住宅特性や地域環境を踏ま
え、町田に「住みつづける」こと
を目標に、「住まいかた」に関する
取組みを示すものです。
 ⇒詳しくは４ページへ

改定します
緑の基本計画

　町田らしい豊かで美しいまちづ
くりを、市民とともに将来にわた
り守り・育てていくための、取組
みや目標を示すものです。
 ⇒詳しくは４ページへ

■各計画の検討経過とスケジュール

都市計画審議会
都市計画マスタープラン
改定に関する特別委員会

（～１１月）

６月

４月

４月

６月

（仮称）北部丘陵活性化計
画策定委員会

（～１０月）

住宅マスタープラン改定
懇談会 （～１月）

緑の基本計画改定
検討委員会 （～２月）

１月
パブリック
コメント

１月
パブリック
コメント

パブリックコメント終了

パブリックコメント終了

地域別
構想編の
改定

具体的な事業
の展開

公的住宅の長寿命
化、住宅ストック
の活用の推進

具体的
な事業
の展開
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（仮称）北部丘陵活性化計画（案）都市計画マスタープランの改定（案）
①郵送　配布資料に添付されている専用封筒（料金受取人払郵便）

を利用するか、
　　　　北部丘陵整備課（〒１９４－００２２、森野１－３３－１０）へ
②ファクシミリ　返７２４・２１６４
③Ｅメール　　　mcity700@city.machida.tokyo.jp
④窓口への提出　北部丘陵整備課（市役所森野分庁舎２階）ほか下

記の資料の閲覧場所

①郵送　配布資料に添付されている専用封筒（料金受取人払郵便）
を利用するか、

　　　　都市計画課（〒１９４－００２１、中町１－４－２）へ
②ファクシミリ　返７０９・０５９８
③Ｅメール　　　mcity680@city.machida.tokyo.jp
④窓口への提出　都市計画課（市役所中町第三庁舎１階）ほか下記

の資料の閲覧場所

提出
方法

都市計画課（中町第三庁舎１階）、北部丘陵整備課（森野分庁舎２階）、公園緑地課（木曽庁舎１階）、市民相談室（市役所本庁舎１階）、市
政情報やまびこ（中町分庁舎１階）、市民協働推進課（町田市民フォーラム３階）、各市民センター、木曽山崎・玉川学園文化の各センタ
ー、町田・南町田の各駅前連絡所、各市立図書館、町田市民文学館　※それぞれの窓口で開庁日時が異なります。確認のうえおいで下さい。

閲覧
場所

・公序良俗に反するもの、特定の団体・個人等に対する誹謗中傷が含まれ
るものは無効とします。
・寄せられたご意見の概要及び市の考え方は、個人情報を除き、３月に
公表する予定です。

・書式は自由ですが、提出の際は住所・氏名・連絡先・件名を必ずご記入
下さい。

・電話、窓口での口頭によるご意見は、お受けできません。
・ご意見への個別の回答は行いません。

ご注意

2月10日（木）までご意見を募集しています
都市計画マスタープランと（仮称）北部丘陵活性化計画について

パブリック

コメント実施
中パブリック

コメント実施
中パブリック

コメント実施
中

どなたでも意見を提出できます

どなたでも意見を提出できます

どなたでも意見を提出できます！

本紙についてのお問い合わせは、都市計画課（辺辺７０９・０５６４返７０９・０５９８）へ、各計画の内容については、担当課へお問い合わせ下さい。

■改定または策定するまちづくりに関する計画

～都市づくりトピックス～

　昨年１１月２４日に都市計画審議会から都市計画マス
タープラン改定について市長に答申書が提出されま
した。
　写真左から、中林一樹氏（町田市都市計画マスタ
ープラン改定に関する特別委員会委員長・首都大学
東京大学院教授）、中井検裕氏（町田市都市計画審
議会会長・東京工業大学大学院教授）、石阪市長。

みんなでつくると
楽しいな

みんなで
おでかけしたいな

ここは
こうしたほうが
いいかな

ここはみんなに
きいてみよう

！ ！

！ ！


